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10月は健康強調
　 月間です

すこやか健康習慣

家庭で
健康は家族の笑顔のための最初の
条件！　自分のためだけでなく家族
のためにも健診を必ず受診しましょ
う。また、健診結果を受け取ったら、
家族と一緒に健康について考えてみ
てください。

地域で
自立して健康に地域で暮らしていく
ために、自治体でもさまざまな健康
支援を行っています。がん検診や健
康イベント・セミナーなども積極的
に利用して健康を守りましょう。

職場で
従業員が健康で元気でなければ、生
産性の高い活力ある職場にすること
はできません。職場全体で健康を守
ることを意識して、「健康経営」を
始めてみませんか。

健康保険組合の連合組織である健康保険組合連合会では、
健康への意識を高めていただくために

毎年10月を「健康強調月間」と定めています。
健康はかけがえのないみんなの宝物です。

あなただけでなく周囲の人と一緒に健康を守りましょう。

“みんな”で
はじめる、
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救急処置法

秋はスポーツ、行楽の季節！！　いざというとき役立つ 

知っておきたいファーストエイド
　さわやかな空気の中で、運動会や山へのハイキングなど体を動か
す機会が増える秋。思いがけない事故やけがなどでいざというとき
にあわてないために―ファーストエイド―救急処置法を知って
いると、その後の回復の早さも違ってきます。

【肉離れ】ふくらはぎに多発
強い力で引っ張られて
筋肉の一部が断裂する外傷。

⃝ダッシュやジャンプなどの急激な
動作は要注意。

⃝運動不足の人では、ふくらはぎに
起こることが多い。

⃝踏み出した瞬間など日常生活の中
で起こることも。

【打撲・捻挫】
強くぶつけたりひねったりして、
皮下出血やはれを起こす外傷。

⃝軽く考えないですぐに処置を !
⃝特に足首など関節周辺の捻挫はク
セになりやすい。

スポーツ傷害の救急処置の基本！

「RICE処置」を覚えよう
R est（安静）動かさずに安静に
患部を動かさず、安全な場所で痛まない姿勢で
安静を保つ。

I ce（冷却）じっくり冷やす
氷のうかビニール袋に氷を入れ、
10～15分ほど冷やしたら外す、
を繰り返す。

C ompression（圧迫）巻いて圧迫する
包帯やテープ、なければ
タオルなどを使って患部を適度に
圧迫しながら巻く。

E levation（高挙）心臓より高く保つ
心臓より高く上げて
患部への血流を減らし
内出血を防ぐ。

【スズメバチ】
刺されたらすぐ毒抜きを
❶刺された傷口を流水で
　よく洗い流す

❷つめなどで傷口周囲を圧迫し、
　毒液をしぼり出す

❸虫刺され用の軟
なんこう

膏があれば塗布し、
　濡れたタオル等で冷やす

秋

【毒きのこ・
　食中毒】
水分とともに毒を体外に出す
❶異変を感じたときは、水を大量に飲んで
　食べた物を吐き出す

　　　　　　　　❷下痢がひどいときも
　　　　　　　　　下痢止めを使わない

　　　　　　　　❸脱水症状を防ぐために
　　　　　　　　　十分に水分補給を２度め以降の人は注意！

アナフィラキシーショックを起こす可能性も。山などに
行くときは、事前に医療機関に相談し、アレルギー
反応を抑える注射薬等を処方してもらい持参しよう

行
楽
先
で

ス
ポ
ー
ツ
で

※医療機関へは食べ残した物を
　持って行きましょう！
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低所得者
（住民税非課税者）

35,400円
多数該当：24,600円

健
康
保
険
で
は
、
医
療
費
の
負
担
が
際

限
な
く
増
え
な
い
よ
う
に
、
１
ヵ
月
の
負

担
額
の
上
限
を
「
自
己
負
担
限
度
額
」
と

し
て
定
め
て
い
ま
す
。
上
限
を
超
え
た
場

合
は
、
高
額
療
養
費
と
し
て
超
え
た
額
の

払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
直
近
12
ヵ
月
で
高
額
療
養
費
の

払
い
戻
し
が
３
ヵ
月
あ
る
と
、
４
ヵ
月
目

か
ら
「
多
数
該
当
」
と
し
て
自
己
負
担
限

度
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

長
期
に
わ
た
っ
て
療
養
が
必
要
な
場
合
は

さ
ら
に
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
は
、

平
成
27
年
１
月
か
ら
見
直
し
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
標
準
報
酬
月
額
に
よ
っ
て

は
、
大
き
く
負
担
額
が
変
わ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ど
の
区
分

に
該
当
す
る
か
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
目
安
と
し
て
、
賞
与
を
除
い
た
年
収

が
６
２
０
万
円
以
上
の
人
は
負
担
増
と
な

り
、
逆
に
３
２
０
万
円
未
満
の
人
で
は
負

担
減
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
70
歳
以
上
の
人
だ
け
の
世
帯
の

場
合
の
自
己
負
担
限
度
額
は
変
わ
り
あ
り

ま
せ
ん
。

高額療養費の払い戻しは、医療機関から健保組合
に医療費を請求する診療報酬明細書（レセプト）が
届いてからとなります。払い戻しまでは診療月から
３ヵ月以上かかりますので、ご注意ください。

高額療養費の対象となるのは健康保険が適用され
る検査や治療です。先進医療の費用や個室に入院し
た際の差額ベッド代、入院中の食費負担などは対象
外となりますので、除いて計算されます。

診療月から
３ヵ月以上かかります

先進医療、差額ベッド代、
食費などは対象外

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」で

支
払
い
額
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に

健康保険

高額療養費の自己負担限度額は所得によって違います。
平成27年1月から所得区分と限度額の見直しが予定されています。

高額療養費の
自己負担限度額

みんなの

平
成
27
年
１
月
か
ら
変
わ
る

自
己
負
担
限
度
額

A A

払い戻しまでの
時間は？

入院で
かかった費用は
すべて

対象ですか？

高
額
療
養
費
は
支
払
い
後
に
自
己
負
担
限
度
額
を
超

え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
し
く
み
で
す
か
ら
、
最
終
的

に
は
払
い
戻
さ
れ
る
と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
は
高
額
な

医
療
費
を
窓
口
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
事
前
に
健
保
組
合
に
申
請
し
て
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
提

示
す
る
と
、
支
払
い
額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済

み
ま
す
。
限
度
額
適
用
認
定
証
は
入
院
・
外
来
の
区
別

な
く
使
用
で
き
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
払
い
戻
し
に
は
時
間
が
か
か
る
た

め
、
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
と
き
に
は
、
早
め
に
申
請
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
で

医
療
費
負
担
に
上
限
を
設
定

Q Q

事
前
に
申
請
を

●高額療養費の自己負担限度額の目安（70歳未満の場合）
平成26年12月まで 平成27年1月から

標準報酬月額
28～50万円

標準報酬月額
53～79万円

標準報酬月額
26万円以下

一般所得者
（上位所得者・
低所得者以外）

低所得者
（住民税非課税者）

上位所得者
（標準報酬月額
53万円以上）

約15万円
多数該当：83,400円

標準報酬月額
83万円以上

約25万円
多数該当：140,100円

約8万円
多数該当：44,400円

約17万円
多数該当：93,000円

57,600円
多数該当：44,400円

約8万円
多数該当：44,400円

35,400円
多数該当：24,600円

▲
負担
アップ

▲
負担
アップ

負担
ダウン
▼

計算ルール

計算は月単位なので
、月

をまたいだときは２ヵ月（
月

ごと）として計算される
。

1
計算ルール
同一世帯の21,000円
以上の支払いは合計
できる。

2 計算ルール
直近12ヵ月で３ヵ月以上
対象となったときは、４ヵ月
目から「多数該当」になる。

3

高額療養費制度・限度額適用認定証の申請についてのお問い合わせ　　業務課　℡ 078-453-3211
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低所得者
（住民税非課税者）

35,400円
多数該当：24,600円
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インフルエンザの感染経路は、主に飛
ひ

沫
まつ

感染と接触感染。ウイルスが体内に侵入
しにくい生活環境をつくり、免疫力を高
めて重症化を予防しましょう。

　
か
ぜ
は
鼻
水
、
の
ど
の
痛
み
、
せ
き
、
軽
い
発
熱
な
ど
の
症

状
が
中
心
と
な
り
、
感
染
力
は
強
く
な
く
、
重
症
化
す
る
こ
と

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
38
度
以

上
の
急
激
な
発
熱
と
と
も
に
頭
痛
や
関
節
痛
、
倦け

ん
た
い怠
感
な
ど
全

身
に
症
状
が
強
く
出
ま
す
。
か
ぜ
よ
り
感
染
力
が
あ
り
、
気
管

支
炎
や
肺
炎
も
併
発
し
や
す
い
た
め
重
症
化
の
リ
ス
ク
が
高
い

こ
と
も
特
徴
で
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
年
ご
と
に
流
行
す
る
タ
イ
プ
が
違
う
た

め
、
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
を
し
て
も
必
ず
し
も
一
致
す
る
と

は
限
ら
ず
、
感
染
そ
の
も
の
を
防
げ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
予
防
接
種
を
し
て
お
け
ば
か
か
っ
て
も
軽
症
で
済
ん

だ
り
、
重
篤
な
合
併
症
な
ど
を
防
ぐ
有
効
性
が
証
明
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
特
に
高
齢
者
や
子
ど
も
、
糖
尿
病
や
免
疫

不
全
症
・
心
疾
患
な
ど
の
基
礎
疾
患
が
あ
る
人
、
ま
た
そ
の
家

族
や
周
囲
の
人
は
受
け
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
ほ
か
、

日
ご
ろ
か
ら
か
ぜ
を
ひ
き
や
す
い
人
、
人
込
み
へ
の
外
出
が
多

い
人
、
大
勢
の
人
と
接
触
す
る
機
会
が
多
い
人
も
予
防
接
種
を

受
け
て
お
く
と
安
心
で
す
。

　
た
だ
し
、
接
種
当
日
に
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
が
あ
る
人
や

過
去
に
予
防
接
種
の
成
分
に
よ
っ
て
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ

ッ
ク
を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ど
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が

不
適
切
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
医
師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

⃝免疫力を高める
バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠
等、規則正しい生活習慣により免疫力を高め、ウ
イルスが侵入しても発症しない体づくりを。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
季
節
が
く
る
前
に

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
！

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
主
に
12
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
の
気
温
が
低
く
乾
燥
し
た
時
期
に
流
行
し
ま
す
。

予
防
に
は
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
有
効
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
効
果
が
出
る
ま
で
に
は
２
週
間
ほ
ど
か
か
る
た
め
、

流
行
す
る
前
の
秋
の
う
ち
に
受
け
て
お
く
の
が
お
勧
め
で
す
。

ワクチン以外にも日常生活でできる
インフルエンザ予防 イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策

⃝こまめにうがい、
　手洗いをする
外出先から帰ったら、必ずうがいと
せっけんで手洗いをしましょう。

⃝外出時はマスクを着用し、
　人込みは避ける
ウイルスの体内への侵入を防ぐとともに、
のど・鼻の湿度を保ち保護します。

⃝加湿器などで湿度を
　50～60％に保つ
インフルエンザウイルスは湿度に弱いため、
室内では加湿器などで適度な湿度を保つな
ど、ウイルスが活動しにくい環境をつくりま
しょう。
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の

費
用
補
助
の
ご
案
内

　当
健
康
保
険
組
合
で
は
、本
年
度
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
の
補
助
事
業
を
実
施
い
た

し
ま
す
の
で
、毎
年
接
種
さ
れ
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ま
で
接
種
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
方
も
、こ

れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
予
防
接
種
を
受
け
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
と
重
症
化
の
防
止
を
心
が
け
て
い
た

だ
き
ま
す
と
と
も
に
、補
助
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
対
象
者

　
被
保
険
者
お
よ
び
被
扶
養
者

●
実
施
期
間

　
平
成
26
年
10
月
１
日
〜
平
成
27
年
１
月
31
日

●
補
助
金
額

１
人
年
度
内
１
回
、２
、０
０
０
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

た
だ
し
、予
防
接
種
費
用（
自
己
負
担
）が

補
助
限
度
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、実
際
に

要
し
た
費
用
ま
で
と
し
ま
す
。

（
注
）予
防
接
種
が
２
回
接
種
法
の
場
合
も
、

２
回
接
種
で
１
セ
ッ
ト
の
た
め
、補
助
は
１
回

と
し
ま
す
。

●
請
求
方
法
お
よ
び
支
払
い
方
法

●
予
防
接
種
を
受
け
た
後
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
補
助
金
請
求
書
」に
領
収
書
を
添

え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
領
収
書
は
、予
防
接
種
を
受
け
た
方
の
氏
名
、

平
成
26
年
度
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助
事
業
実
施
要
領

接
種
年
月
日
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
で

あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
と
し
ま
す
。

●
請
求
用
紙
は
、当
健
康
保
険
組
合
に
ご
連
絡

い
た
だ
け
れ
ば
お
送
り
い
た
し
ま
す
。ま
た

は
、勤
務
先
の
健
康
保
険
事
務
担
当
者
様
か

ら
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。当
健
康
保
険
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
で
き

ま
す
。

●
補
助
金
の
支
払
い
は
、口
座
振
込
を
ご
希
望
の

場
合
は
被
保
険
者
様
の
個
人
口
座
に
お
振
り

込
み
い
た
し
ま
す
。ま
た
、事
業
主
に
受
取
委

任
さ
れ
た
場
合
は
事
業
所
を
通
じ
て
お
支
払

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
請
求
期
限

　
平
成
27
年
２
月
末
日
ま
で

●
お
問
い
合
わ
せ
は

　
当
健
康
保
険
組
合 

総
務
課

　
☎
０
７
８‐４
５
３‐３
２
１
１

組合の現況（平成26年8月末現在）

34
4,773
4,173
600

5,493
342,058
357,702
233,250

198
103
95

事業所数
被保険者数

被扶養者数
平均標準報酬月額

前期高齢者数
（再掲）

計
男
女

平均
男
女
計

被保険者
被扶養者

事業所
人
人
人
人
円
円
円
人
人
人

提
出
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

「
健
康
保
険
被
扶
養
者
継
続
認
定
調
査
票
」の

提
出
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か

　
18
歳
以
上
の
被
扶
養
者
が
お
ら
れ
る
被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
に
は
、

健
康
保
険
被
扶
養
者
継
続
認
定
調
査
票（
以
下「
調
査
票
」と
い
う
）

を
ご
提
出
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。ま
だ
、ご
提
出
い
た
だ
い
て
い

な
い
場
合
は
、「
調
査
票
」と
一
緒
に
配
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た〝
健

康
保
険
被
扶
養
者
の
継
続
認
定
調
査
に
つ
い
て
〞に
よ
り
必
要
書
類

等
を
ご
確
認
の
う
え
、勤
務
先
の
健
康
保
険
事
務
担
当
者
様
に
ご
提

出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
再
確
認
は
、健
康
保
険
組
合
の
財
政
に
大
き
く
影
響
す
る
重

要
な
事
業
で
す
の
で
、組
合
財
政
の
健
全
化
の
た
め
に
も
、み
な
さ
ま
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、継
続
認
定
に
必
要
な
証
明
書
等
の
ご
提
出
が
な
い
場
合
は
、

引
き
続
い
て
の
扶
養
認

定
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
願
い
ま
す
。
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健康保険組合連合会（健保連）は、高齢者医療への納
付金で厳しい財政状況にある“健康保険の不健康状態”
を伝える広報プロジェクト、「あしたの健保プロジェク
ト」を開始した。特設WEBサイトでは、健康保険の基
礎知識が学べるほか、給与明細を基に定年までに支払う
健康保険料の額と高齢者医療に使われていく額のシミュ
レーションが行える。
健保連では、「健保VOTE！」として健康保険の制度
改善に向けた提案に賛同することを呼びかけている。ま
ずはアクセスして、自分の保険料負担を考えてみては。

“不健康な健康保険”を考える
「あしたの健保プロジェクト」

あしたの健保プロジェクト 検索

－  契 約 施 設  －
施 設 名 所 在 地 利 用 期 間 利 用 時 間 一 部 負 担 金

「神戸市立
ポートアイランド
スポーツセンター」
アイススケートリンク
TEL（078）302-1031

「グリーンピア三木」
アイススケート場
（入園料無料）
TEL（0794）83-5211

三木市細川町槙山
894-60

平成26年12月20日（土）～
平成27年3月1日（日）
〔休園日〕
平成27年1月26日（月）～
30日（金）

10:00～17:00
（受付は、16:00まで）

神戸市中央区港島中町
6丁目12番1号
・阪神高速、京橋ランプ
 より車で5分
・「三宮」よりポートライ
 ナーで10分「市民広場
 駅」下車すぐ

平成26年11月2日（日）～
平成27年3月31日（火）
〔定休日〕
毎週水曜日（祝日、冬休み・
春休み期間は営業）
12月30日・31日・1月1日
（注）大会等で利用できない
　　日、または時間があり
　　ます。

平日・土・日・祝
10:00～19:00
（滑走は、18:45まで）
12月28日・29日
1月2日・3日・4日
9:30～17:15
（滑走は、17:00まで）

おとな（高校生以上） 600円
（同伴の未就学児童のこども1名が無料）
こども（中学生以下） 300円
親子 800円
（高校生以上1名と小・中学生1名のペア
とする）
・貸靴料400円別途必要

おとな（中学生以上） 500円
こども（満4歳～小学生まで） 300円
日曜・祝日・平日・正月料金の区別なく
利用できます。
・貸靴料310円、駐車料金は別途必要

平成26年度 冬期体育奨励事業

アイススケートのご案内
　被保険者とご家族のみなさまの冬期における健康づくり・
体力づくりを支援するため、本年も下記の施設とアイスス
ケート場の利用契約を結んでおりますので、おおいにご利用
いただきますようご案内いたします。
　契約施設をご利用の際には、当健康保険組合が発行する
「滑走整理券（利用券）」が必要となりますので、ご希望の方
は一部負担金を添えて、勤務先の健康保険事務担当者様を通

じてお申し込みください。
　なお、被保険者様からの直接申し込みはお受けできません
ので、ご了承願います。
※「滑走整理券」の枚数には限りがございますので、先着順とさ
せていただきます。

※一部負担金については、利用の有無にかかわらずお返しでき
ませんので、ご注意願います。


